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シリーズ ・学問小史(4)

生涯学習論

平川 景子*

は じめに

人間はその生涯にわたって学び続 ける とい う考え方は、古 くか ら東西の

思想家が論 じてきただけでな く、民衆の経験的な叡 智 として 日本で も 「修

行は一生」な どの言葉が伝 えられている。本稿では、そのよ うな生涯教育

思想一般についてではなく、1960年 代後半以降の 「生涯教育」 「生涯学習」

に関す る議論 を考察する。現在、 日本では 「生涯学習」・「生涯教育」・「社

会教育」 とい う言葉 が使われているが、概念の成立と政策的 ・理念的な展

開について、それぞれが異なった筋道をもっている。本稿ではその違いに

もふれ なが ら、 とくに 「生涯学習」概念 を中心に、主要な議論 の展 開をた

どり今 日的な課題 を考える。

1「 生涯教育」「生涯学習」概念の成立 と展開

(1)ユ ネスコでの議論

「生涯教育」 とい う概念は、1965年 、ユネ スコ(国 連教育科学文化機

関)の 第3回 世界成人教育推進国際委員会に示 されたワーキングペーパー

か ら始まってい る。当時のユネスコ成人教育局成人教育課長 であったラン

寧ひらかわ・けいこ/文 学部専任講師/社 会教育史・女性の学習
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グラン1の 著書 「生涯教育 とは」は、1969年 に 日本に紹介 されてい る。そ

の中で、ラングランは 「教育 とは、ひ とりの人が初等 ・中等あるいは大学

のいずれ を問わず学校 を卒業 したか らといって終了す るものではなく、生

涯を通 して続 くものである」2と 考え、基礎教育の不備 を補 う成人教育 、

あるいはお となになるための準備 としての学校教育 とい う考え方をいずれ

も否定 した。

前述 のワーキングペーパーについてlife-longintegratededucationと い

う言葉 が使われ、 「統合(integrated)」 とい うことについて次のよ うに説

明 された。す なわち、「統合」には二つの方向があ り、「垂直的統合」は生

まれてか ら死ぬまでの生涯の各時期における教育を関連づける(時 間的統

合)こ とをさし、 「水平的統合」はあ らゆる教育機関や教育機会 を関連づ

ける(空 間的統合)こ とをさす。 この両者 を 「統合す る」 とい う意味で生

涯教育が構想 された。

ラングランの 「生涯にわたる教育」 とい う考え方は1976年 、ユネ スコ

第19回 総会で採択 された 「成人教育の発展 に関する勧告」 に継 承 されて

・い る。

(2)そ の他の国際機 関における議論

一方
、OECD(経 済協力開発機構)で は、1973年 に 『リカ レソ ト・エ

デュケーションー ライフロングラーニングのための戦略一』とい うレポー

トを作成 した6こ こでは、 「個人の全生涯 にわたって教育を向帰的に、つ

ま り、教育を仕事を主 として余暇や引退な どといった諸活動 と交互にクロ

ス させ ながら分散すること」3を 提唱 した。つま り、ユネス コでの議論 の

よ うに生涯にわたって学びつづけるとい うこ とは現実的ではない と して、

人間の社会的活動(教 育 ・労働 ・余暇など)を 交互 に行 う、「継続教育」 と

い う考 え方 を示 した。 この レポー トの副題 にある 「ライ フロング ・ラーニ

ング」 の語は 「生涯学習」 と訳 された。

ユラングランの著書 の邦訳としては、波多野完治訳 『生涯教育入門』全日本社会教育連
合会 初版1971(絶 版)第2部(増 補)1984が あり、ラングランの紹介者である波多野完
治の著書としては 『生涯教育論』 小学館1972な どがある。

2日本ユネスコ国内委員会訳 「生涯教育とは」 白石正明・中島智枝子編 『増補生涯学習・

人権教育基本資料集』阿咋社1999p.59
30ECD編 岩本秀夫訳 「リカレソト教育」「現代のエスプリ」No .146至文堂1979.9

p.135(傍 点原文)
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また、ILO(国 際労働機関)で は、1974年 総会で 「有給教育休暇 に関す

る条約」を採択 した(日 本は未批准)。

OECDやILOに お ける生涯学習に関す る議論 は、労働者の教育機会の

拡大 を目指 して、成人の職業生活 とのかかわ りで構想 され ている。

(3)生 涯教育論の背景

「生涯教育」 とい う考え方が、広 く社会に受け入れ られるようになった

背景に、 「教育投資論 の終焉」4が 指摘 されてい る。すなわち、1958年 に

ソヴィエ トが人工衛星スプー トニクの打ち上げに成功 した ことをきっかけ

に、アメ リカで科学技術教育の見直 しとマンパ ワー政策 の確立が叫ばれ

(スプー トニク ・シ ョック)、 一国の国民所得 における最 も効果的な教育費

の配分が議論 され るにいた った(教 育投資論)5。 このよ うな教育におけ'

る効率性 の追求に対 し、生涯教育論や後述す る学習社会論は、教育 を軸 と

した未来社会論を提起 している。

学習社会論 は、1968年 のハ ッテンスの論文6や 、1972年 のユネスコ教育

開発国際委員会に示 されたフォール ・レポー ト7などにおいて展開 された。

フォール ・レポー トでは 「生涯教育 とい う考え方は学習社会の中心的思想

である」 とし、ハ ッテンスはその学習社会を 「学習、達成、人間的になる

ことを目的 とし、あ らゆる制度がその 目的の実現を志向す るよ うに価値の

転換 に成功 した社会」 とす る。 この価値観の転換は、フォール ・レポー ト

の原題 「learningtobe」 に示 され るように、 「持つ(have)」 か ら 「存在

する(be)」 へ とい う転換 をさしている。知識や学歴や キャ リアな どをた

くさん 「持つ」ことに社会的な価値を見出すのではなく、人間 として存在

することそれ 自体を学習ととらえる考え方であ り、フロム8の 思想 を継承

するものである。

L新井郁男 「ラ一二ング・ソサエティの意味」同前.p.9
5「コスト・ベネフィット(対費用効果=投 資に見合う結果かどうか)」という考え方は

「福祉国家」をめぐる議論に繰り返し登場してきたものであり、国家と自治体の財政支出の

抑制という今日的な問題においても提起されつづけている。
6ハッテンス著 新井郁男訳 「ラーニング・ソサエティJ初 出1968前 掲 「現代のエス

プリ」pp.22-33
7ユネスコ教育開発国際委員会 『未来の学習』第一法規1975 。前掲 「現代のエスプリJ

pp.34。46にフォール報告書検討委員会訳 「完全な人間を目指して」として抄賎 レポート作
成者の名前を取ってフォール・レポートと呼ばれる。

8フロム 『生きるということ』佐野哲郎訳 紀伊国屋書店1977
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ユネスコを中心として提起された生涯教育論について、「ラングランの

生涯教育論はそれに先行して進められていた1960年 代におけるILOの 有

給教育休暇制度の法制化の動きなどをより一般的な教育改革の課題として

総括 したもの」9だ といわれている。すなわち、イギリスや ドイツにおけ

る労働者の再教育、フランスや北欧における後期中等教育後の再教育とし

てのリカレソ ト教育、アメリカのコミュニティサービスの拡充としての継

続教育loな ど、先進資本主義諸国の後期中等後教育政策に.「統合」的な

教育改革を提起する意味をもって、生涯教育論が提示され、政策展開して

きたものと理解 されている。

2日 本における政策展開

(1)社 会教育の法 と行政

日本 では、教育行政上、学校 教育以外の領域 において社会教育が行わ

れてきた。戦前、`「社会教育」の語が政策的に使われ始めたのは、1912年

に文部省 がそれまでの通俗教育か ら社 会教育 に用語 を改 めた ときか らで

ある。戦前の社会教育の特徴 は、青年団 ・婦人会 などの く団体中心主義〉

であったが、その ことが大政翼賛的な大衆動員につながった との反省 に立

ち、戦後1949年 公布 された社会教育法は、国や 自治体な どの役割 を抑制

す る内容 となった。

このため社会教育法は公民館 ・図書館 ・博物館 などの施設 を中心 とした

く環境醸成〉、あるいは 「求めに応 じて」助言するな どの く非権力的助長

行政〉を定めている。また、都道府県 よ りも市区町村基礎 自治体の果たす

役割が期待 され、公民館構想ではほぼ中学校区に一館の公民館設置 を求 め

ていた。社会教育行政は人間の生活圏 を基準 として構想 されていたので

ある。

(2)審 議会答 申による生涯教育生涯学習の導入

さて、 日本 の教育政策の中に 「生涯教育」の語 が示 され るのは1971年

の社会教育審議会答申 「急激 な社会構造の変化に対処す る社会教育のあ り

9小川利夫 「いまなぜ生涯学習なのか」日教組教育改革推進委員会研究協力者会議 小川

利夫・海老原治善 ・鎌倉孝夫 ・増田祐司 『現代生涯学習読本』 エイデル研究所1991p.4
10同前P .2
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方について」からである。この答申では(1)人 口構造の変化(2)家 庭

生活の変化(3)都 市化(4)高 学歴化(5)工 業化 ・情報化(6)

国際化という社会状況の変化をあげ、この変化に対処するために 「生涯に

わたる学習の継続を要求するだけでなく、家庭教育、学校教育、社会教育

の3者 を有機的に統合することを要求」したものであったが、これは、先

のユネスコの生涯教育論における垂直的統合 ・水平的統合とい う考え方を

導入するものであった。
くマ マ り

これに対し、「近代公教育とはマンパウワー形成を国家的に計画化する

ための装置」11と とらえる立場からは、生涯教育論は技術革新 と情報化
くマ マ ラ

に対応す る教育の計画化原理であ り、生涯教育の組織 化は 「マンパ ウワー

形成の生涯化」12で あること、情報化の進行は 「教育の合理化 と能率化を

もた らす反面、それによって総資本のそ して国家の教育への支配がいよい

よ組織立った もの となる」13と す る批判が出され た。

その後、中央教育審議会(中 教審)が 「生涯教育について」 とい う答申

を示 し(1981年)、 日本の生涯教育にかんす る議論は国家の主導 を強めて

いった。 この答 申では、「生涯教育 とは、…教育全体がその上に打ち立て ら

れ るべ き基本的な理念である」 とし、また 「学習は、各人が自発的意思に

基づいて行 うこと」であるので、これ を生涯学習 と呼ぶのがふ さわ しい、

とした。

中教審によるこの政策的な用語の区分は 「教育」は教え込みであ り 「学

習」は 自発的である、とす る概念の操作を伴 っていた。 しか し、これまで

のす ぐれた教育実践のなかには決 して 「教え込み」ではない学びの姿があ

る。 さらに、すでに人々が政治的 ・社会的文脈のなかで位置づけ られてい

るとい う見方に立てば、 「自由な学習者(freelearner)」 は存在す るのか、

とい う疑問がある。14「 学習」の名の もとに人々の選択肢が増えたよ う

に 見えた としても結局は情報の受け手に とどま り教え込みの対象 となって

いるのではないか。教育における国家の責任 と統制の問題 とともに、学習

11持田栄一 「生涯学習一その構想と批判一」同編 『生涯学習一その構想と批判一』明治図書

1971p.15
扮同上
13同前P .16
14藤岡貞彦 「社会教育の内容と方法」 島田修一 ・藤岡貞彦編 『社会教育概論』 青木書

店1982pp.180-193
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の内部 にある 「教え一教え られ る」 とい う関係について、こんにちいっそ

う深 く問われている。

(3)臨 時教育審議会 による 「生涯学習体系への移行」15

中曽根内閣直属の諮 問機 関16と して設置ざれた臨時教育審議会(臨 教審)

は第一次～第四次(1985～1987年)の 答申を示 し、学制発布 ・戦後教育改

革 と並ぶ 「第三の教育改革:」と位置づ けた。臨教審は社会の変化 を① 国際

化 ②情報化 ③成熟化(第 二次答申)と い うキー ワー ドでとらえ、全答 申

を通 じた改革の主要な課題 として 「生涯学習体系への移行」を打ち出した

のである。 とくに、第三次答申は、第1章 に 「生涯学習体系への移行」を

あげ、第1節 評価の多元化(1)評 価の基本的方向(2)公 的職業資格制

度の見直 し(3)社 会 における評価 第2節 生涯学習の基盤整備(1)生

涯学習 を進 めるまちづ く り(2)教 育 ・研究 ・文化 ・スポーツ施設 のイ ン

テ リジェン ト化(引 用者注:イ ンテ リジェン ト化 とは、施設をコンピュー

タが導入できるものにす ること)と い う構成 になっている。

この答申が示 された80年 代後半は、 日本が第2次 産業から第3次 産業へ

と産業構造の中心 を転換 させていた時代であ り、国内の 「規制緩和」 「自

由化」が叫ばれた時代であった。産業界か らは雇用の流動化にそなえる新

たな職業能力の開発 と、教育情報産業 の巨大な市場の 自由化が求 められ

ていた。 さらに、第四次全国総合開発計画(四 全総)や リゾー ト法(と も

に1987年)な どが各 自治体の開発計画に大き く影響 し、新 たな コ ミュニ

ティ政策の策定が求められていた。 こうした状況下で、臨教審は文部省の

みな らず、通産 ・労働 ・自治など各省 の政策展開 と深 くかかわっていたの

である。

臨教審の 「教育の自由化」論は、「公教育」の重大な転換点 となった。経

済の新 自由主義の立場か らは従来の 「福祉国家」観 にもとつ くシ ビル ミニ

マムの保障の論理は放棄 されている。また、バブル経済 とその崩壊が 自治

1580年代の生涯学習政策については、小林繁 「産業構造の転換と社会教育実践の新たな
展開」千野陽一監修社会教育推進全国協議会編 『現代日本の社会教育一社会教育運動の展
開一』 エイデル研究所1999pp.134-165
is臨教審の設置と審議経過の中で、内閣直属の諮問機関という位置づけや委員の人事など

をめぐって、国会を軽視する戦前型の審議会行政への批判が強まった。またこのとき、「日
教組教育改革推進委員会」や 「女性による民間教育審議会」等の運動など、教育ならびに教
育改革に関する議論が広範にまきおこった。
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体財政に大 きな影響を与えるなか、「生涯学習体系への移行」政策は教育

行財政における 「財 団化」 を進 めた。

(4)生 涯学習政策の展開17

臨教審の示 した 「生涯学習体系化」の施策は、今 日までにすでに相当程

度現実化 してい る。具体的 には、1988年 、文部省の社会教育局を廃止 し、

生涯学習局 を新設 ・筆頭局 とす る文部省組織令が閣議決定 し、1989年 、中

教審のなかに 「生涯学習に関す る小委員会」を置き、翌年 「生涯学習の基

盤整備について」答申 した。こ うして、生涯学習を政策化する基盤が整い、

1990年 に、 「生涯学習の施策の推進体制 の整備に関す る法律(生 涯 学習振

興整備法)」 が成立 ・施行 され た。

この法律は、生涯学習の振興に資す るための 「都道府県教育委員会」の

任務を定めている。 さきに、社会教育は市町村 を範囲 として構想 されたと

述べたが、生涯学習政策は都道府県を単位 とする広域行政である。

また、同法は 「都道府県」(首 長部局)が 「生涯学習基本構想」を定め、

文部大臣 と通産大臣が承認する とい う構造になっている。通産行政のかか .

わ りは、塾やカルチャースクールな どの民間教育産業が通産省の所 管であ

ることに よるもので ある。

この、自治体の首長部局が構想 を立てることや通産大 臣が承認権 を持つ

ことは、戦後教育行政が特別委員会制(教 育委員会)を とってきた趣 旨で

ある ところの、 「教育行政の独立性」 と抵触するものではないか とす る批

判 がある。そ して、同法案 の国会審議 中に、既存の教育諸法 との関係が明

示 されてお らず、憲法一教基法体制の枠外の位置づけになるのか とい う批

判 が出され、参議院の附帯決議 として教育基本法の精神 を尊重する もので

あることが付け加 えられた経緯 がある。

この法律によって定められた生涯学習審議会はすでに3回 答 申を示 して

いるが、財 団運営や有料化 にも言及 してお り、1995年 には文部省 が公 民

館 の民間事業者 による利用 を認め るな ど、生涯教育の政策化は民間事業

者 との連携強化を推 し進める教育の 「市場化」を前提 としなが ら展開 して

いる。

1790年代の生涯学習政策については、長澤成次 「生涯学習政策の矛盾と社会教育運動の
展開」前掲 『現代日本の社会教育一社会教育運動の展開』pp.168-199
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このような教育行政の一般行政化、広域化、有料化、民営化などに加

え、国際的な 「芙露 礁 筏」に突入したとされる1990年 代、教育におけ

る 「公共性」をめぐる議論はさらに変容後退を迫られている。教育の 「情

報化」と 「市場化」が進められ、そこで学ぶ人は、顔の見える関係市町村

とい う基礎自治体の民主主義の担い手とい う立場から、マスとして教育

「情報」を消費するものへとその位置づけを転換させられつつある。この

ことは雇用の流動化時代を迎えるにあたり、消費財 ・商品としての 「教育」

へと教育観 ・学習観が転換させ られていることを意味している。

また、阪神淡路大震災以降、市民社会論の一つとして、ボランティアな

どの市民参加のあり方に注目が集まった。しかし、財政難を補 う手立てと

して主婦高齢者層にボランティア参加を求めてきた従来型のボランティア

のあり方では、行政責任はどこまで果たされるべきかということや、性別

役割分業の克服 ・女性や高齢者の労働権の保障など市民社会において目指

される価値観と齪酷をきたすとい うことなど、問題を残 している。

さらに教育行政の広域化と他省庁 ・他部局の政策相乗 りによって、生涯

学習は大規模イベン ト化 した り、自治体政策の(時 に形式的な)「住民参

加」の場を提供 したりしている現状があり、教育行政の意味が問われて

いる。

3市 民社会の展望と課題

(1)学 習権 をめ ぐる国際的動 向

1980年 代以降 、国連 を中心に人権問題 にかかわる国際的 な取 り組み が

続け られた。たとえば、「女性翻1」撤廃条約」(1985年 批准)、 「子 どもの権

利条約」(1994年 批准)な どの国際条約や、国際障害者年(1981年)、 国

際高齢者年(1999年)な どの国連によるキャンペーンな どである。こ うし

た取 り組み とかかわって社会的に不利益 な立場に置かれてい る人々に対 し

て国家の積極的な介入を求める 「社会権的 自由権」の保障の論理が、国内

外で多様に提起 されてきた。

た とえばユネ スコでは学習権 を保障す る議論が高ま り、第4回 国際成人

教育会議において 「学習権宣言」(1985年)と して結実 している。そ こで
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は、学習権は 「未来のためにとっておかれる文化的ぜいた く品」な どでは

な く、人間の生存に とって不可欠な基本的人権の一つであ り、学習 こそは

「人 々をな りゆ きまかせの客体か ら、 自らの歴史 を創 る主体に変えてい く

もの」であると位置づけている。 「学習権」 とい う考え方は、 とりわけ第

3世 界の成人基礎教育(読 み ・書 き ・算)へ の関心か ら生まれてお り、社

会的な翻ll・ 抑圧 か らの解放 をめざす思想 を持 ってい る。ユネスコにおけ

るラングランの後任者であ るジェル ピは、 「生涯教育は政治的に中立では

ない」 として、国家間の搾取や文化的同質化の強化 に対 して 「自己決定学

習」を対置 した。18

また、1990年 は国連において 「国際識字年」 として取 り組まれ 、 日本

において も被潮1」部落への1.や 、在 日韓国 ・朝鮮の人々な ど多様なエス

ニ ック ・アイデ ンティティを持つ人への差別、戦争 などによる不就学、不

登校などの理由で 「文字を奪われた」人々の学びが綿介 され、交流 してい

る。また、ブラジル の教育学者であり識字運動の指導者 でもあるフ レイ レ

の教育論 が紹介 され 、知識 を貯めていく 「銀行型教育」にたい し、対話的

な関係 における 「意識化」 をめざす教育が提起 された。19

先の学習社会論や リカ レソ ト教育な どが 「時代変化適応型の教 育改革

論」であるのに対 して、フ レイ レや ジェル ピの教育論 は 「旧来の教育観や

既存の教育秩序の根底的批判に立つ教育改革論」20で ある といえる。 こう

した思想 を受け継いで、1995年 第5回 国際成人教育会議21に おいて 「成人

学習に関す るハ ンブル グ宣言」が採択 され てい る。

(2)社 会教育への問い

先にみたよ うに、 日本における生涯学習政策は公的セ クターで行 われて

きた教育 とい う領域 に市場原理を導入する方向性で展開 している。教育は

「私事」化 し公 共性原則は重大な危機にある。 さらに、地方分権推進委員

会は4次 にわたる勧告(1996～7年)の なかで、公民館長の資格規制(公

18エットーレ・ジェルピ前平泰志訳 『生涯教育一抑圧と解放の弁証法一』東京創元社1983
19パウロ・フレイレ里見実・楠原彰・桧垣良子訳 『伝達か対話か一関係変革の教育学』

1982ほ かに 『自由のための文化行動』1984『 被抑圧者の教育学』1979い ずれも亜紀書
房 などの邦訳がある。
20島田修一 「時代をひらく『学び』をつくる」 同編 『生涯学習の新たな地平』 国土

社1996P.32
21成人教育会議については、佐藤一子 『生涯学習と社会参加一おとなが学ぶことの意味一』

東京大学出版会1998pp.15-37
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民館運営審議会の意見聴取)や 、公民館運営審議会の必置規制の廃止など

を打ちだ した。公民館の運営について 自治体の裁量権 を拡大す ることにな

るが、現実には住民の社会教育行政への参加 の道 を狭 める方向につながる

おそれ がある。 これ も、 「自由な選択」が公共性 に とって替わって しまっ

た結果 といえる。22

教育における 「自由」 と 「統制」、 「私事」 と 「公共」の関係が、鋭 く問

われている。

なお、本文 中の勧告 ・答 申 ・法律 ・条約 ・国際機関のレポー ト等は、『解

説 教育六法』 三省堂1999社 会教育推進全国協議会編 『新版 社会教

育 ・生涯学習ハン ドブ ック』 エイデル研究所1998な どを参照。

22国 家と市民社会の関係の上に生涯学習計画 を展望す る議論 として、上杉孝實 「生涯学

習計画 と国の政策」 上杉孝實 ・前平泰志編著 『生涯学習 と計画』 松籟社1999pp.15-34
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